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港区教育委員会文書管理規程等の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 改正概要 

  区では DX を活用した業務改善の一環として kintone（サイボウズ株式会社が開発

した「ノーコード・ローコードツール」）を導入しています。 

  Kintone の機能の一つである「プロセス管理」においては、簡易な起案、決裁業

務を行うことが可能ですが、現行の港区文書管理規程、港区教育委員会文書管理規

程及び港区立学校文書管理規程では、起案は文書管理システムによることを原則と

し、軽易な事項に係る起案の手法については、いわゆる下駄版等による処理に限定

して認めています。 

  このため、軽易な事項に係る起案について Kintone を活用するためには、各文書

管理規程を改正する必要があり、区長部局においては、港区文書管理規程を改正し

ます。これに伴い、教育委員会所管の訓令についても関連条項を改正します。 

 

２ 改正する訓令 

 （１）港区教育委員会文書管理規程 

 （２）港区立学校文書管理規程 

 

３ 改正内容 

（１） 港区教育委員会文書管理規程 第２０条第３項 

（２） 港区立学校文書管理規程 第１７条第３項 

改正案 現行 

３ 前二項の規定にかかわらず、軽易な

事案に係る起案は、文書の余白に処理

案を記載する方法その他の処理状況

が明らかとなる適宜の方法により行

うことができる。 

３ 前二項の規定にかかわらず、軽易な

事案に係る起案は、文書に付箋を付

け、又は文書の余白に処理案を朱記し

て行うことができる。 

 

４ 施行日 

  港区文書管理規程の一部改正の施行日と同日に施行します（８月末予定）。  

審議内容 

 ＤＸを活用した業務改善の一環として、区長部局において「港区文書管理規程」

を改正し、軽易な事項に係る起案の手法を拡充します。 

 これに伴い、「港区教育委員会文書管理規程」ほか１件の訓令についても、関連

条項を同様に改正します。 



改正後イメージ 

 

＜起案文書＞ 

文書管理システムによる

電子起案方式が原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜【現行】軽易な事項に関する起案＞文書の余白に処理案を記載（下駄版による起案・決裁） 

 

 

 

 

＜【追加】軽易な事項に関する起案＞システムを活用した方法（kintone） 
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